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はじめに 

 本県における主要鳥獣による農作物の被害額は、平成 21年度の約 1億 5,000

万円から平成 25年度の約 9,000万円まで毎年減少傾向であったものの、平成 26

年度からは再び増加に転じ、平成 27年度、28年度は、約１億円の被害額となっ

ています。 

 特に、イノシシによる農作物被害額は、平成 28年度では約 4,000万円と全体

の４割を占めており、営農意欲の減退や作付けの断念など中山間地域を中心に

深刻な問題となっています。 

 

 県ではこれまで、平成 19年度に「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止

のための特別措置に関する法律」が制定されたことに伴い、国の基本方針に沿っ

て市町村が作成した被害防止計画に基づき、国交付金や県単独事業を活用した

被害対策を推進してきたところであり、また、平成 23年度には「富山県農作物

鳥獣被害防止対策連絡協議会」を設置し、県内全域を対象にした農作物被害防

止・軽減に向けた推進体制を整備し、被害防止対策の推進に努めてきたところで

す。 

 

しかしながら、イノシシによる農作物被害は、侵入防止柵の設置や捕獲により

被害額が減少している市町村がある一方、これまで被害のなかった周辺市町村

へ被害が移動していることなどにより、平成 21年度以来 3,000万円～4,000万

円台で高止まりの状態が続いていることから、市町村域を越えた広域的かつ一

貫性を持った戦略的な被害防止対策を実施することが求められています。 

 

そこで、県では平成 29年度「緊急イノシシ被害防止対策事業」により、①イ

ノシシの被害実態や侵入防止柵の設置状況等のマップ化により、各地域におけ

る計画的・広域的な被害防止対策の策定を支援すること、②具体的な対策を推進

するための被害防止対策方針を策定すること、③地域ぐるみで取組む被害防止

対策を牽引する地域実践リーダーを育成すること、といった３つの取組みによ

り、イノシシによる農作物被害防止対策の一層の強化を図りたいと考えており

ます。 

 

今回、この３つの取組みの一つである「富山県イノシシ被害防止対策方針」は、

イノシシの行動や生態等の専門家からの助言や県内外の優良事例を参考にして

策定したものであり、イノシシ被害の軽減を図ることはもとより、将来的にはイ

ノシシとの棲み分けの実現を目指しており、地域住民なども含めた多くの関係

者の連携のもと、本方針に基づき被害防止対策を更に進めていただくよう、皆様

のご理解とご協力をお願いいたします。  
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